
- 1 - 

平成２７年度 第２回高崎市介護保険運営協議会・会議録（抄） 

【開催日時】 平成２７年１１月１９日（木） 午後１時３０分～午後３時１２分 

【開催場所】 高崎市役所第３１会議室（３階） 

【出席委員】  計１６人 

会 長 金井  敏    副会長 佐藤 明子 

委  員 井上 謙一    委  員  井上 光弘    委 員 大河原 重雄 

委 員 岡田 裕子    委 員 桑畑 裕子    委 員 駒井 和子 

委 員 曽根 哲夫    委 員 髙橋 のりこ   委 員 土田 博史 

委 員 中西 有美子   委 員 平野 勝海    委 員 松沢  斉 

委 員 室岡 英夫    委 員 紋谷 光徳 

【欠席委員】  計４人 

委 員 川端 幸枝    委 員 林  恒徳    委 員 松橋  亮 

委 員 山田  博 

【事務局職員】 計３７人 

福祉部長 鈴木 潔 長寿社会課長 田村 洋子 介護保険課長 住谷 一水 

指導監査課長 片平 弘明 

担当係長 

（長寿社会課）加藤 有史 青山 正樹 前田 惠子 橋爪 千秋 坂口 圭吾 

（介護保険課）深澤 剛 中村 剛志 高橋 勉 岡田 智恵子 市川 いづみ 

（指導監査課）釜井 克倫

各支所担当職員 １１人 

その他事務局担当職員 １１人 

【公開・非公開区分】 公開（傍聴者２名） 

【所管部課】 福祉部長寿社会課 

【議  事】（１）介護保険運営協議会部会について 

【報  告】（１）生活支援体制整備について 

（２）「高齢者等あんしん見守りシステム」事業の現況及び「はいかい高齢者救援シ

ステム」事業の実施について 

司 会  ただ今より、平成２７年度第２回高崎市介護保険運営協議会を開会いたします。 

＊会長挨拶

議事１ 介護保険運営協議会部会について 
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議 長  議事の１、介護保険運営協議会部会について、この間に３つの部会が開催され

ましたので、その概要について説明をお願いします。 

―「介護保険運営協議会部会について」を事務局より説明 

議 長  ３部会の概要と内容について説明していただきました。各部会の部会長から何か付け

加えることがありましたらお願いします。

部会長Ａ 在宅介護・医療連携推進部会を９月３０日に開催し、各団体の代表の方から取り組み

状況についてお話をいただきました。個人的な印象では、それぞれの団体が連携につい

て取り組んでいるというのを感じました。今まではそれぞれの事業体がバラバラにやっ

ていたことを、これからはいかに統合してひとつのシステムを作るかということが大き

な課題かなと感じました。これが、これから私たちが行う方向性になると思います。 

部会長Ｂ 認知症施策推進部会を１０月５日に開催して、全委員に意見をいただきました。資料

に高崎市認知症ケアパス 2015 版というのがありますが、「正常、認知症の疑い、認知症

を有するが日常生活は自立」、この辺をどう支援するか。認知症の進行具合によってなる

べく早くファーストタッチをして安心安全につなげることが、言葉では簡単ですが意識

をどう変えていくかというところが非常に重要かなと感じました。 

部会長Ｃ 地域包括支援センター運営部会を１０月２２日に開催しました。高齢者あんしんセン

ターがこの４月から市内２６ヵ所で展開しておりますけれども、これを評価することが

ひとつの大きな議題となっております。評価項目については、資料に記載のものよりも

う少し細かいものを、市で確認してから部会で確認するという形で進めていきます。セ

ンターだけではなくて、地域の方からどういうふうに見られているのかという評価も入

れていく予定です。最終的には３月の介護保険運営協議会で評価を決めていくことにな

ろうかと思います。 

議 長  事務局からの報告と各部会長から補足がありましたが、質問、意見がありましたらお

願いします。

委員Ａ  地域包括支援センターの評価については、基幹型センター（直営）と地域型センター

（委託）の双方の評価が必要だと思います。基幹型も評価を受けながら、システム自体

を継承していかなければならないと思います。 

     地域型センターは委託料の範囲内で人員体制を整えているので、皆さんかなり頑張っ

ていると思います。それに対して単純に基幹型が評価するというのは、何かしっくりこ

ない気がしますので、これも是非検討していただきたいと思います。 

議 長  評価の観点については、部会でも基幹型センターの評価も必要ではないかという意見

を申し上げたところです。やはり基幹型センターと地域型センターがキャッチボールを

しながら仕事を進めることが大切ですから、受けるほうと発信するほうとがどのように

仕事をしているかというところも確認する必要があるだろうと認識しています。



- 3 - 

委員Ａ  外部評価として民生委員等に伺うとのことですが、客観的に評価できるのか疑問があ

るので、できれば市が一元的に評価したほうが良いと思います。地域性があって評価も

違うと思いますし、外部評価は地域一円で評価しないといけないと思います。 

直営の地域包括支援センターを市内に１ヵ所作って、それをサンプルにしながらとい

う方法も良いのではないかと思います。伊勢崎市や前橋市は、直営と委託が一緒に相談

しながらシステムを作っていこうとしています。そういう方向も是非検討願えればと思

います。 

議 長  御意見として受け賜るということでよろしいでしょうか。もちろん第７期の計画に向

けて、第６期の現状をきちんと評価して、どういうセンターが望ましいのかということ

を再度議論することになりますので、直近の問題として今回のあんしんセンターの評価

を見ながら検討していきたいと思います。

委員Ｂ  私たちの認識では、外部評価というのはまったく違う第３者の評価だと思いますけれ

ども、ここに書かれている評価者は、地域とか事業体とか、そういったものと関わりの

ある方々ですけれども、まったく違う第３者を入れていくことは難しいのでしょうか。

事務局  グループホーム等は外部評価が必須になっておりますので、そういった第３者機関を

活用するということもあります。今年度については、地域包括支援センターの体制を整

備した初年度ですので、地域の方にどこまで周知されているかといった部分を重要視さ

せていただければと思っております。

議 長  市が社会福祉法人等に事業委託するということで、委託業務の内容が達成できている

かというところを内部評価し、市での評価を合わせて基本的な評価項目を作る。それに

プラスして民生委員、区長、ケアマネから、あんしんセンターの評価をもらって全体を

見たいというところです。

     今の話は、第３者評価ということが念頭にあると思うのですが、これは社会福祉法に

基づく第３者評価ということで、一部の事業については義務化されているものもありま

すけれども、多くの社会福祉法人等は自分達で任意にやっているもので、社会的な面か

ら見れば、本当は法人としてどんな仕事をしているかというところが外部から評価され、

その中でこの事業がどういうふうに進んでいるかというところを見る必要があります。

そこは法人の努力が大事な点ではないのかなというところです。

委員Ｃ  資料の認知症にやさしいまちづくりネットワークの図にボランティア養成を記載した

ほうが良いと思います。

議 長  認知症施策推進部会では、ボランティアについての議論がありましたか。

部会長Ｂ ボランティアやサポーターを含めた部分については議論がありましたが、これは今年

から取り組む総合事業、体制整備事業等の担い手ということでもあるという気がして、

オレンジボランティアという名前になるのかは分かりませんが、今の段階ではサポータ

ーのところにオレンジボランティアが入っても良いのかなと思います。

委員Ｃ  高崎市認知症ケアパス 2015版の介護サービスのところに複合型サービスがあります。
本日配付された介護保険の手引き２０ページに、複合型サービスは平成２７年４月から
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看護小規模多機能型居宅介護に名称が変わったと書いてあるのですが、名称のすり合わ

せの検討はされたのでしょうか。看護がトータルでサービスを行う「通い、訪問、泊ま

り」という部分を含んで複合型と言う言葉をあえてここでは残しておくのか確認させて

ください。

事務局  制度上の名称が変わったということは承知しています。こちらの標記の中では複合型

のままになっておりますので、改めさせていただく方向で検討したいと思います。ただ、

看護付きという名称は、あまり浸透していない部分もありまして、複合型と記載したほ

うがイメージしやすいのかなということもあります。正しい事業名称を載せるのか、こ

の状態の時にはこんなサービスがあるというような、目安的にお使いになっていただく

という部分では、これまでの複合型という名称で事業をしてきた経緯も踏まえて、この

まま残すという方法も良いのではと考えています。今後、必要な修正は行っていきたい

と思います。

議 長  部会で話し合われたことについて今も議論をしているのですけれども、介護保険運営

協議会と部会の役割について、どういうふうに結果を報告して共有し、どちらの決定を

優先していくのか、そういったことについてきちんと決めていない部分がありまして、

この辺はどういうふうに整理したらよろしいでしょうか。事務局からお願いします。

事務局  介護保険運営協議会規則では、第３条で各部会に関わる事項について検討等を行うこ

ととなっています。部会についてはそれぞれに特化したものについて検討していただく

という形ですので、介護保険運営協議会との関わりについては、特に明記されておりま

せん。

議 長  介護保険運営協議会を便宜上３つに分けて、部会というのは諮問機関的なところにな

るのか、作業グループやワーキングチーム的になるのか、その辺は介護保険運営協議会

が主体であるということでよろしいのでしょうか。

事務局  部会につきましては、介護保険運営協議会の中の部会という位置づけになっておりま

すので、介護保険運営協議会が主体ということになると思います。議事につきましては、

それぞれの部会に特化した議事を集中的に協議していただいております。

また、各部会の協議結果は、介護保険運営協議会に報告させていただければと考えて

おります。

議 長  部会に主体性を持たせて議論していただき、その議論で出た結果というのは尊重する

ということで、介護保険運営協議会の決定に準じた形で部会の議論を尊重するというこ

とでよろしいでしょうか。

部会も介護保険運営協議会と同じようなレベルで議論を進めていただければと思い

ます。適宜、介護保険運営協議会にフィードバックしていただくということでよろしく

お願いします。

報告１ 生活支援体制整備について 

議 長  続きまして報告事項に入ります。 

     （１）の生活支援体制整備について説明をお願いします。 
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―「生活支援体制整備について」を事務局より説明 

議 長  高崎市が取り組んでいる地域支援事業の今と今後の見通しを含めて説明がありまし

たけれども、質問等はありますか。 

委員Ｄ  生活支援・介護予防の体制整備の資源開発ということですが、元気高齢者の活用とい

うことが以前から言われています。ポイント制ということもありますが、仕事をしたら

ある程度の報酬が出るようにしていただけたらということと、認知症が疑われ始めた方

や若年の認知症の方で、仕事を辞めてもまだ動くことができる方たちに何か生活のお手

伝いをしますよということだけではなくて、その方たちにもボランティアの方たちと手

を組んでいただいて簡単な作業に就いていただくなど、そういった方向で少しでも生き

がいを見出せるような資源として、認知症の方を見ていけたら良いのかなと思いました。 

 また、日常生活・家族の支援の強化ということで、市民の理解を得ることや多様なニ

ーズに応えるといった取り組みが上げられておりましたので、その辺のところもカバー

されていくのかなと思いましたのでよろしくお願いします。 

議 長  元気高齢者等が担い手として活動する場と書かれているわけですけれども、認知症が

あっても市民として活動を担える部分があるのではないか。その主体者として位置づけ

を少し考えて欲しいということですね。どんな症状があっても少しでも社会に貢献でき

ることがあれば、活躍する場を設けて欲しいという点も是非お願いしたいと思います。 

委員Ｅ  資料にサービスの類型として通所型サービスが記載されているのですが、訪問型はな

いのでしょうか。 

事務局  訪問型サービスもありますが、これは生活支援体制整備を説明させていただくための

参考資料になります。訪問型サービスにつきましても、区分、基準については現行の通

所介護相当と多様なサービスで分かれていて、訪問については移送が入っていると思い

ますので、区分がひとつ多いですが基本的にはこの形になります。 

議 長  ②通所型サービスとありますけれども、国の資料だと①訪問型サービスがあるわけで

すよね。そこについては、今回は記載していないということです。 

委員Ｅ  訪問型サービスは今までの委託事業者が訪問することになっていると思うのですが、

利用者さんのお宅にお伺いするので、そこで実際に何が行われているのかということは、

非常に把握しづらいところがあるのですけれども、今までの予防の訪問介護と同じ内容

が提供されていたら、せっかく移行したのにもったいないなと思います。こういう把握

はされているのですか。 

事務局  通所と訪問は同じように移行しましたので、みなしの事業の指定をして、給付型のデ

イサービスと総合事業のサービスを同時にしていただいております。ですから、今まで

の予防給付の訪問型や通所型と同様の内容で、現在はサービスをしていただいておりま

す。報酬単価今までの予防の基準どおりで支払われているところです。総合事業に移る

には、まずは現行のサービスを切り替えるということですが、平成２６年度までお使い
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いただいていた利用者が年度が変わり制度が変わっても引き続き同等のサービスを受け

るということが大前提で、平成２７年４月に移行させていただきました。移行するだけ

では総合事業ではないので、これは通所と訪問の両方のサービスに新たな支え手による

新たなサービスというものを組んでいかなければいけない。生活支援体制整備を行いな

がら、サービスを提供する支え手やサービスを受ける方の状況が地域によって異なって

おりますので、その生活の様式や課題というものを地域ごとに把握して、そこの地域に

相応しいサービスを組み立てていくということです。生活支援体制整備の事業を平行し

て進めていくと、ボランティアが通所型のサービスやサロン等を作っていただくのも良

いと思います。また、ボランティアが見守りでお宅に行って、お話し相手をしていただ

くということも良いと思います。地域の中で課題をそれぞれ把握するこのフォーマルな

社会保障制度では見られない部分をお互いに支え合って何とかしていきましょうという

体制を整備させていただきたいというものでございます。

議 長  移行することによって介護の流れが変わるというよりは、むしろマネジメントする側

のケアプランの作り方という能力が大きく問われてくるのだと思うのです。そこに地域

の資源をどう投入するかということで、生活支援コーディネーターが把握した資源とか

地域の情報などを含めたプランニングがいかにできるかということだと思います。そこ

をもっと充実させるためには、共同体での議論とか地域ケア会議の地域連携推進会議に

あたる包括レベルのケア会議での議論というものがとても大事になるのです。その議論

とケアマネジメントとしてのプランニングがきちんと連動して総合事業に活かされない

と、新しい事業としての良さがなくなるのではないのかなと思うのです。そこのプラン

ニングによって、サービスの内容をどう提供しているかということが、事業者やケアス

タッフが考えていることになると思います。新しい試みですが、是非成功させて欲しい

と思います。 

委員Ｂ  資料にある地域ケアシステムのイメージですけれども、コメディカルスタッフは何を

指しているのですか。これは社会資源の開発ということを視点においてのイメージだと

思いますけれども、例えば老人保健施設はこの図のどこになるのかと思ったとき、ちょ

っとさびしい気がすると思います。介護施設というのもシステムのイメージの中に組み

入れていただきたいと思います。 

事務局  コメディカルスタッフにつきましては、作業療法士や理学療法士を含めてのイメージ

です。地域包括ケアシステムというよりは、地域支援事業をイメージして作ったので、

老人保健施設が抜けているのはそのためです。 

委員Ｂ  社会福祉法人が入っているから、老人保健施設としては、地域支援事業の一角を担う

在宅生活・在宅医療に入れていただくのが良いと思います。 

議 長  今の質問は、例えば老人保健施設という医療と福祉の中間施設と言われているものに

ついて、位置づけがないというところですが、見方によっては社会福祉法人と医療機関

がありますが、主に医療機関のほうに老人保健施設が入っているというイメージかなと

私は受け取っています。コメディカルスタッフについては、医師を中心とするメディカ

ルスタッフの中で医療を支えていくということで、理学療法士、作業療法士、言語療法

士、看護スタッフ等々が入っていると思いますけれども、介護福祉士、社会福祉士など
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の職能団体が、ここには入っていないと思うのです。コメディカルスタッフには位置づ

けにくい人たちも専門職として活用する必要があって、特に生活支援の中での包括レベ

ルのエリアをイメージした時に、なかなか専門職がいないということなので、そこにも

入ってもらうことを記載したほうが良いかなと思っております。私の意見も含めて取り

扱いたいと思います。 

委員Ｆ  高齢者あんしんプランの７６ページに生活支援コーディネーターの育成について記載

されておりますが、利用者サービスのマッチングをケアマネがしている部分と生活支援

コーディネーターがしている部分とが共有になってしまって、それぞれ訪問が行われた

りしています。生活支援の担い手の養成やサービスの開発という部分では、是非コーデ

ィネーターが必要だと思うのですが、ここの地域にはこういうものがありますというこ

とをあんしんセンターから情報提供していただいて、その人にあったものをマッチング

するのはケアマネだったり、そこで委託されている人というイメージかなと思ったので

すけれども。 

事務局  生活支援体制整備については、第１層と第２層の生活支援コーディネーターと協議体

を設置するということが事業対象となります。お話があったコーディネート機能は第３

層で、利用者と必要なサービスをマッチングしていくというところかなと思います。そ

れについては、この事業の対象ではないということになりますので、生活支援コーディ

ネーターは、その地域の大きなニーズや必要なサービスを開発していくという、個々の

レベルまでいかない、その手前というところになります。 

議 長  資源開発、ネットワーク構築、ニーズと取り組みのマッチングとありますけれども、

このニーズと取り組みのマッチングというのは、個人の生活ニーズとボランティアを具

体的に結びつけるマッチングというよりは、例えば食事支援の必要な方がこの地域には

沢山いるという場合、食事サービスの開発が必要で、今どんな状況になっているのかと

いうことを照合したり、議論したりということで照らし合わせるマッチングといった意

味合いでしょうか。それを２層のレベルでしっかりやって、３層のレベルではケアマネ

が入ったり、生活支援コーディネーターが配置されれば連携をしながらやっていくとい

うことが有り得るかもしれない。ただ、そこは難しいと思いますので、是非、部会でも

検討していただきたいと思います。 

委員Ａ  生活支援コーディネーターのＳＣというのは全国共通ですか。医療ソーシャルワーカ

ーをＭＳＷと標記するのと同じでしょうか。また、高崎市ではケアマネージャーをＣＭ

と記載していたのですが、全国や県では見たことがないのですが。 

事務局  ＳＣについては、全国共通で使われているものになります。ＣＭについては、普段か

らケアマネはそういうふうに表現することが多いかなと思います。 

委員Ａ  生活支援体制整備スケジュールに平成２７年度の実施地域として７地域あるのですけ

れども、合併市町村で箕郷地域だけが入っていないのは何か意味があるのですか。 

事務局  特に意味はありません。今年、初めてこの事業に取り組ませていただくので、既に地

域づくりに携わって活動をしている方がいる地域を選んだところになります。箕郷地域
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にいないということではなくて、取りあえず７ヵ所でやってみようというところで選ん

でいます。 

委員Ｇ  歯科においても患者さんが初期の認知症かもしれないと感じたりすることがあります。

あきらかに認知症とは思わないケースで、歯科医師会でもチェックシートを作っていま

すが、例えば予約日を間違えたり、予約日以外の同じ時間に来たり、同じようなことば

かり言う方を見つけたときに、どこの方々に伝えてサポートしていただくのが良いでし

ょうか。 

事務局  直接、専門医に紹介することもありますし、そこの医療機関に結びつきにくい時は、

あんしんセンターに御連絡いただけたらと思います。認知症の関係はサポート医の先生

方に相談の日を設けていただいて、１回に予約制で４人の相談を受けていただいており

ますので、そういうところに相談していただければ、次の検討ができるかなと考えてお

ります。 

委員Ｇ  一般の方々には分かるのでしょうか。 

委員Ｂ  本当の初期というのは微妙で、外来の際などに認知症という言葉を出して良いのか迷

う状況です。ほかの病気で来たときに必ず電話番号を聞いておいて、家族にこういうこ

とが気になりましたというメッセージを伝えても良いかなと思います。私の場合は家族

にちょっと気になることがありますと連絡をすると、家族がいらしたり、あるいは家族

を通して認知症外来にいらしたりというケースがあります。 

認知症の初期に対しては皆さん敏感になっているから、ちょっとこういうことが気に

なりましたので連絡しておきますと伝えれば、気になった家族があんしんセンターに連

絡したりして、そこからスタートするというのが良い社会情景ではないかなと思います。

ちょっとしたおせっかいで良いと思います。 

議 長  そのちょっとしたおせっかいがケアパスなのですよね。ただ、家族がいないひとり暮

らしの方をどうするかですね。 

委員Ｂ  そのハードルを越えないと本当の初期対応というのは難しいと思います。 

議 長  認知症部会の重要な議題だと思います。ほかにありませんか。 

議 長  地域支援事業の実施とこれからの方向性をお話いただきましたので、次の介護保険運

営協議会で報告いただけると思います。また、部会でも議論していただければと思いま

す。 

報告２ 「高齢者等あんしん見守りシステム」事業の現況及び「はいかい高齢者救援システム」

事業の実施について 

議 長  続きまして、高齢者等あんしん見守りシステム事業の現況及びはいかい高齢者救援シ

ステム事業の実施につきまして、説明をお願いします。
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―「高齢者等あんしん見守りシステム事業の現況及びはいかい高齢者救援システム事業の実施

について」を事務局より説明 

議 長  何か質問等はございますか。 

委員Ｈ  はいかい高齢者救援システムは、充電が３０％を切ったら家族に連絡がいくとのこと

ですが、どの端末の残量がどのくらいかというのを把握しているのですか。 

事務局  この機器には残量という表示が示されておりません。ですから機器等の残量が３０％

以下になった場合には、見守りセンターのオペレーターから御家族に連絡がいくように

なっております。 

委員Ｈ  誰に預けてある機器が３０％を切ったということが見守りセンターで分かるのですか。 

事務局  そのとおりです。 

委員Ｅ  はいかい高齢者救援システムは、使用期間の決まりはあるのでしょうか。 

事務局  貸与期間についてはありません。 

委員Ｅ  はいかい高齢者救援システムは在宅で暮らす高齢者が対象ですか。 

事務局  御家族に申請していただくことが基本になると思うのですけれども、当然ひとり暮ら

し高齢者や施設等に入っているなど多様な方々がいると思います。こういうケースにつ

きましても、基本的にはすべて無償で貸与できる仕組みで実施しております。例えば施

設等に入っていて、そこで使いたいといった場合につきましても、基本的にはお貸しし

ようと思っております。ただし、充電機器等につきましては、施設が管理するという承

諾書をいただきたいと考えております。 

議 長  無料とのことですが、本当に一切掛からないのですか。 

事務局  高齢者等あんしん見守りシステムにつきましては、機器の設置や様々な工事等につい

ては通話料という形で掛かってきます。ただ、はいかい高齢者救援システムにつきまし

ては無料ですが、靴にＧＰＳ端末を設置する際の靴の購入費については、自己負担でお

願いしたいというものです。 

議 長  １ヵ月あたりの通信料はどのくらい掛かりますか。 

事務局  １ヵ月あたりの費用は１台 3,700 円です。その中に通信料や機器の管理費等も含まれ

ております。 

議 長  機器を使うときに電話代相当の通信費用を負担するということですね。靴以外は全部

無料ということですか。 
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事務局  はいかい高齢者救援システムに限っては、通信費用を含めてすべて無料となっており

ます。 

議 長  はいかい高齢者救援システムは、何人くらいの利用を見込んでいるのですか。 

事務局  1,000台を見込んでいます。介護認定を受けている方で500人を想定していますので、

実際には、はいかい高齢者の方々すべてに対応しているところです。 

議 長  全国では、認知症高齢者の方が線路で電車に引かれたということで裁判になっている

ケースもあります。家族に監督責任や保護責任があるのではないかということですけれ

ども、こういった事案があると利用してみたいという方が増えるのかなと思いまして、

当初の見込みだけで対応可能かなということで質問しました。靴の場合は中敷を切り取

ってはめ込むということですから、少しかかとの高い靴でないと入らないですよね。 

事務局  おっしゃるとおりです。 

議 長  ほかにありますか。ないようでしたら、進行を事務局にお返しいたします。

事務局  介護保険運営協議会委員の任期及び次期委員の選定スケジュールについてご連絡しま

す。介護保険運営協議会の委員の任期は、高崎市介護保険条例で３年と定められており

ます。現委員の任期は来年３月３１日までとなっておりますので、次期委員の選任につ

いて、今後、事務局で手続きを進めさせていただきます。

事務局  介護保険課からお知らせします。本日の資料として介護保険の手引きを配布させてい

ただきました。第１回の運営協議会の後に完成したので、各関係機関等には配布させて

いただきましたので、御参照いただけたら幸いです。

司 会  以上を持ちまして、平成２７年度第２回高崎市介護保険運営協議会を閉会いたします。


